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Ａ
班

・
分
団
制
に
伴
い
部
が
廃
止
の
た
め
、
団
員

の
確
保
が
困
難
。

・
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
新
団
員
の
訓
練
が
で

き
な
い
。

・
地
区
の
防
火
訓
練
時
の
消
火
栓
の
活
用
を

認
め
て
欲
し
い
。

・
災
害
時
に
お
い
て
、
各
分
団
に
人
数
制
限

が
あ
る
が
団
員
を
区
別
さ
せ
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
、
全
員
待
機
さ
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
人
数
分
し
か
報
酬
の
手
当
が
な

い
。

・
連
絡
方
法
は
ラ
イ
ン
で
行
っ
て
い
る
。

・
幹
部
の
な
り
手
不
足
、
特
に
部
制
が
廃
止

さ
れ
た
影
響
が
大
き
い
。

・
世
代
で
温
度
差
が
あ
る
。

議
会
改
革
特
別
委
員
会
で
は
、
町
内
の
各

団
体
の
皆
さ
ん
に
ご
意
見
を
伺
う
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
養
老
町
消
防
団
幹
部
の
方
９
名

に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
３
班
に
分
か
れ
、

①
消
防
団
改
革
に
つ
い
て

②
コ
ロ
ナ
禍
で
の
各
分
団
の
練
習
状
況

(地
域
差
）
に
つ
い
て

③
消
防
団
の
あ
り
方
に
つ
い
て

④
団
幹
部
の
な
り
手
に
つ
い
て

以
上
の
４
つ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。
１
時
間
と
い
う
限
ら
れ

た
時
間
の
中
、
活
発
な
ご
意
見
が
相
次
ぎ
、

大
変
有
意
義
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令
和
３
年
９
月

�日

午
後
２
時
～
３
時

養
老
町
役
場
３
階
第
一
会
議
室

に
て
開
催

消
防
団
長
か
ら
は
「
大
変
有
意
義

に
意
見
交
換
が
出
来
た
。
今
後
も
引

き
続
い
て
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

Ｂ
班

・
器
具
の
点
検
が
部
制
廃
止
に
伴
い
重
荷

に
な
っ
て
い
る

・
可
搬
ポ
ン
プ
の
管
理
問
題

・
１
分
団
に
可
搬
１
台
で
は
少
な
い

・
団
員
の
な
り
手
不
足

・
水
防
は
建
設
課
、
消
防
は
消
防
署
の
た

め
、
連
携
し
た
対
応
が
必
要

Ｃ
班

・
新
入
団
員
の
な
り
手
不
足

・
緊
急
事
態
時
の
招
集
の
人
員
削
減

・
訓
練
時
の
消
火
栓
の
利
用
が
不
可
と
な
っ

て
い
る
。

・
幹
部
の
な
り
手
不
足

議
会
改
革

特
別
委
員
会

消
防
団
幹
部
と
の

意
見
交
換
会

定
例
会

委
員
会
報
告

審
議
結
果

一
般
質
問

交
流
会
報
告

子
ど
も
議
会

あれからどうなった･住民の声

福祉推進員制度の導入は

令和４年度笠郷地域より実施

町
長

福
祉
推
進
員
制
度

は
平
成

�年
３
月
の

地
域
福
祉
計
画
に
お
い
て
、

設
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
と

な
っ
て
い
る
が
、
未
だ
に
導

入
さ
れ
て
い
な
い
。
地
域
の

福
祉
ニ
ー
ズ
把
握
の
た
め
福

祉
推
進
員
の
導
入
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。

少
子
高
齢
化
で
一

人
暮
ら
し
の
高
齢
者

が
増
え
る
中
、
身
近
な
住
民

の
福
祉
ニ
ー
ズ
を
把
握
が
で

き
る
た
め
導
入
し
て
い
く
。

令
和
４
年
度
か
ら
笠
郷
地
区

を
モ
デ
ル
地
区
と
し
て
、
民

生
委
員
と
同
数
で
進
め
て
い

く
。
費
用
弁
償
と
し
て
は
、

通
信
費
や
交
通
費
相
当
分
を

考
え
て
い
る
。

詳
細
は
町
社

会
福
祉
協
議

会
等
と
協
議

・
検
討
し
て

い
く
。

行
政
・
自
治
会
・

民
生
委
員
と
の
連
携

は
。
ま
た
町
民
会
議
が
設
置

さ
れ
て
い
な
い
地
区
の
対
応

は
。

各
地
域
で
情
報
共

有
を
図
る
こ
と
は
大

切
と
考
え
て
い
る
。
自
治
町

民
会
議
が
設
置
さ
れ
て
い
な

い
地
区
に
お
い
て
も
民
生
委

員
・
区
長
・
社
会
福
祉
協
議

会
と
町
が
協
働
し
て
い
く
。

福
祉
推
進
員
は
民
生
委
員
を
補
佐
し
、
住
民
の
相
談
相
手

と
な
り
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
濃

で
は
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
が
実
施
し
て
い
る
。

問答

「
ワ
ク
チ
ン
検
査

パ
ッ
ケ
ー
ジ
制
度
」

の
利
用
で
行
動
制
限
の
緩
和

が
で
き
る
が
、
町
の
対
応
は
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
歴

や
、
検
査
結
果
が
陰

性
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
れ

ば
、
制
限
緩
和
の
対
象
と
な

る
。
本
町
で
も
事
業
者
が
制

度
を
活
用
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
趣
旨
や
登
録
方
法
に

つ
い
て
周
知
し
て
い
く
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
証

明
発
行
の
考
え
は
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
証

明
は
、
国
が
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
取
得
可
能
な
デ

ジ
タ
ル
証
明
の
準
備
を
進
め

て
い
る
。
取
得
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
と
な

る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
な
い
方
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
に
不
慣
れ
な
方
は
予
防
接

種
済
証
で
利
用
で
き
る
。
紛

失
さ
れ
た
方
は
、
町
に
て
再

発
行
が
可
能
で
あ
る
。

地
域
の
行
事
中

止
、
自
粛
解
除
の
考

え
は
。

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の

状
況
を
踏
ま
え
、
当

面
の
間
は
従
前
の
取
り
扱
い

と
す
る
。
感
染
状
況
が
落
ち

着
け
ば
、
年
明
け
に
も
再
考

す
る
。

国
・
県
は
条
件
付
き
で
行
動
制
限
を
緩
和
し
た
。
各
地
区

の
行
事
も
町
と
同
様
に
中
止
や
自
粛
を
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

答 問

コロナ後の行事への対応は

当面の間は従前の取り扱い

町
長

答 問
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令和元年開催の養老フェスタ

◆松永 民夫 議員

第３次養老町地域福祉計画

答 問

答 問

定
例
会

委
員
会
報
告

審
議
結
果

一
般
質
問

交
流
会
報
告

子
ど
も
議
会

あれからどうなった･住民の声


